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市町村教育委員会の学校経営機能の質的発展に向けた取組の現状と課題

市町村教育委員会の学校経営機能の質的発展に向けた取組の現状と課題

市町村教育行財政システム改善試論(その 1)

坪井由実*
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はじめに一教育系専門職大学院と「自治体教育行財政学」の課題

中教審では、 2年後の2007年度の発足に向け、教育専門職の大判完制度につし、て審議がすすめられている。教

育学部をかかえる各大学・大判完では、個別大学における制度設計支援補助金の獲得に向け、関係教育委員会や近

隣大学との協議もすすんでいる。学会での動きも活発になっている。日本教育経営学会では、 2004年 6月の大会

で、「判交管理職教育フOログラム開発特別委員会J(委員長は筑波大学の小島弘道)が発足した。 2年間で、校長等

養成のカリキュラム・モデルや授業科目のシラパスを作成することとしている。また、 2004年末には、同学会と

日本教育行政学会との共同による校長・教育長など、スクールリーダー養成について検討する合同委員会も動き出す

こととなった。たまたま、両委員会のメンバーとして加わっている筆者は、いま、既存の教育学研究科修士課程に
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学校経営コースを設けるにしろ、新たな専門耳肘文明J完を立ち上げる場合で、も、そのカリキュラムの骨格をなし、専

門職能の中核に位置する I自治体教育行財政学」なし、しは I地域教育経営学」の創造が急務であると考えてし、る。

校長による騎tJi命令によって卒業式等で、の振舞が糊市に強制されてしも東京地方などの動きを直視したとき、そ

もそも、教育長キ校長が自律した教育行政ないしは教育経営の専門職としてリーダーシッフ。を発揮で、きる日が近い

将来本当に来るのかどうか、疑問がないわけで、はない。他方で、そのような時代を切り拓くためにこそ、いま、教

育系の大判完は教育行政・経営専門職を含めた教育専門耳断て明誌を創造してし、く社会的責務があるとし、えるかもし

れない。いずれにせよ、新しし、大判完づくりの前途には、幾多の困難が予想される。もとより、教育長や校長のか

かえる問題は地域lこよって多様で、あるO 都市部における閉鎖的な教育官f酷リや判郊且織文化の問題もあれば、小さ

な自治体明品疎出或における判溺ず暗合問題もある。教育長や校長養成・研修プログラムの編成としりても、まず、

その地域自治体キ学校、子どもの現実から出発しなければならない。この現伏分析の作業は、現職の校長キ教員左

大学スタッフとのj料、討議が基本どなろう。大判完生(王周哉教員・校長など)が率直に学校管理・経営上の苦悩や

つらし、体験などを語り合えるように、大判完スタッフはフアシリテーターとしての館山こも自覚的であらねばなら

ない。結局のところ、教育長や校長の養成・研修のための大判完づくりは、院生(現職教員・校長なめと大判完

担当教員どが、地域ぴ優れた市町村教育長キ校長の協力を得ながら I自治体教育行財政学」なし、しは I地域教育経

営学」ともいうべき実践的科学知を開発・創造していく学問的実践であるべきだと思う。

なるほど、毎年わずカ敬名の現職者をこの種の大判完に迎えたところで、自治体の教育長や校長の総数からすれ

ばごくわずかであり、全体広質的向上にはただちに結びつかなし治もしれなしL しかし、現臓者左大判完スタップ

どの共同研究により「自治体教育行財政学」や、 j臨道の市町村自治体の現実を踏まえた行財政改善プログラムを

創造し、あらゆる研修の機会に分かち伝えることのできる実践知として確立できれば、多くの教育長や校長の批判

にさらされながら、共有されていくことも期待できょう。

材高は、新しい大判完づくりを学問的実践として主体的に取り組もうとする立場から、 2000年 4月の地方教育

行政法の大改正以降における国の教育法改正に基づく改革政策のなかで、市町村教育委員会をとりまく基本問題を

明らかにしつつ、市町村教育行財政システム改善の4本柱を提示する。そして、このようなシステム改善のもとに

おける、市1町村教育政策の具体的立案について、関心が高いと思われるし、くつかの領域を取り上げより良い改善に

むけた視点を仮説的に提示する。これらはまだプロットにすぎないが、今後2年程をかけ内容を実践的に充実、改

善し、近隣市町村で採用可能な魅力ある I北大版・自治体教育行財政改善プログラム」に仕上げていきたい。また、

このプログラムはかなり政策的に首尾一貫した価値的選択を含んだ内容になるだろう。新しい大明誌ではこうした

プログラムを共に開発していく場合もあれば、これとは別に、それぞれの参加者が自分の自治体や学校に根ざして、

独自に学校経営改善プログラムを開発していくことも期待される。そこで、最後に、大判完学校経営専攻(仮称)の

カリキュラム構成についても私案を<補論>として提示する。

1 "市町村教育行政をめぐる基本問題

(1)憲法教育基本法改正をめぐる動きと公教育の危機

今日、社会生活の各方面におけるグローバル化・情報化ど、それを背景として進められている一連の新自由主義

的諸改革どによって、教育と教育行政にかつてない変化が生じてきている。'i..~教育の荷主意義自体が問われている

といっても過言ではない。都市部では、従来σ:公教育ごと私教育の区別は流動化しつつあり、コミュニティ・スクー
ル論、学校の公設民営化論、学事事土営への株式会社の参入論など、はその具体的現れであるO

公教育をめぐる国、地方自治体、学校、父母・住民との関係が大きく変えられようとしている問題は、教育基本

法を「改正」する動きとも深くかかわっている。もともと、教育は市場に任せたのでは適正に供給できなし、から、

国や地方自治体が責任を持って運営してきたO この点を、教育基本法は、 I法律に定める判交は、 'i..':;(Ty性格をもつ

ものであって、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。J(第6条1項)

と規定している。
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ところが、寸側首相時代の私的諮払可機関 r21世紀日本の構想、」懇談会の報告書 (2000年1月)のころから、統

治行為としての教育(義務として強制する教育)とサービスとしての教育とに公教育を二分し、後者への市場原理

の導入による教育行政の「スリム化」の政策が急展開している。国は、教育基本法に「国を愛する心」を盛りj}yj..、

心の教育や日の丸・君が代を徹底して、「たくまい、日本人」をつくることでは判交に強制することもためらわな

いが、そのほかはサービスであるから市場に委ね、国や地方自治体(の教育行政)は恥呈していく方向が明瞭に打

ち出されている。学校選択の自由化政策や学校訓面政策あるし、は I特色ある学校づくり」による学校間競争の底流

で進行している I教育の構造改革J(文音「科学省、 2003年7月)は、教育基本法の示す公教育の在り方そのものを

根底から覆す動きのようにもみえる。こうして、市町村教育委員会の法的基盤は大きく揺らいで、いる。

( 2)義務教育費国庫負担制度の存廃をめぐる動きと義務教育の危機

ところで、市町村立の小・中学校は、設置者管理主義(学校教育法第5条)により、その経費は原則として設置

者である市町村が負担することとしている。しかしながら、現行の税制度のもとでlお品重な負担となるため、それ

らの判交の教職員の給与費ど旅費につし、ては都j副守県に負担義請を課す県費負担教職員制度をとってし、る(市町村

立学校職員給与負担法)。そのうえで、者随府県が負担する詣完教育諸判交のJ制・諸手当に係る経費につし、ては、

国がその2分の1の負担義務を負う(義務教育費国庫負担法)。これは、 I教育の機会均等とその水準の維持向上と

を図ることJ(同法第1条)を目的としている。こうして、義務教育にかかる経費¢総額約10兆円の国者同町守県:

市町村の負担割合は概ね3:4:3となっており、このうち固と都道府県の負担する経費の大部分は人件費である。

このたひ敬府は、 2004年6月の閣議決定に基づき、 2006年度までの三位一体の改革(国庫支出金の廃止・縮減、

地方交付視の削減、税源移譲)の全体像を2004年秋に明らカ刊こするとし、全体像には2005年度及び2006年度に

行う 3 兆円程度の国庫補助金の削減ど、 3 兆円の税源移譲を~{柏句に盛り込むこととした。国の要請に応じ、全国

知事会など地方6団体は国庫補助金の廃止項目案を提示した。全国知事会の場合、義務教育費国庫負担金について

は中学校制裁員給与8，500億円を含む案を様々な条附寸でまとめた。しかしながら、文部科学省などは、個人住民

税などによる税源移譲に切り替えられた場合、教育費の出謝各差が著しく拡尤ずるなど教育の機会均等を損ねる危

険性が大きいこと等を理由に強く反対した。結局、政府は11月26日、 8，500億円を2年間で削減することを明記

しつつも、義務教育費の国庫負担制度そのものの見直しは、 2005年秋の中教審の赤萌命を待つこととした。そして、

2005年度予算では、暫定措置としてその半額の4，250億円を削減し、 I税源移譲予定特別交付金」として措置する

とし、う。

しかしながら、こうした義務教育費国庫負担制度の廃止と一般財源化は重大な問題をはらんでいる。 2004年に

限っても、地方交イミ問見交付金の算定におけるi由守県分の補正係数のうち、高等学校費(生徒数)、特殊教育諸制交

費(児童及び生徒¢数・学級数)のf重別補正などが廃止されるなど、総額2兆1，832億円が削減(前年比12%マイ

ナス)されたことからも明らかなように、一律の税率による税源移譲などによってだ、けで、は、従来の給与水準すら

確保できるかどうか疑わしい。 GDPに対する学校教育費の比率がOECD各国平均で4.8%のところ日本は3.5%に

とどまっている問題、今後 2005年から 2015年にかけ藷主教育人件費は年生000億円の負担増が見込まれること

などにどう対応するか等、重大な問題が横たわっており、あらためて国の教育条件整備責任のあり方が間われてい

る。

文音附学省、の試算によれば、住間見に置き換えられることによって北海道は444億円(約 31%)の減額が見込

まれ、全国で最も多い削減額となる。内閣決定では、こうした差額は地方交付視交付金で調整するとされている。

しかし、三位一体の改革は地方交付視の削減を基本にすえており、不足分の全額が安定的に補填されるとは到底考

えられない。~回毎道には大変厳しい方向に事態は推移している。にもかカわらず、高橋知事を含めて多くの知事が

なぜ一品交開京化に賛成してし、るのか王朝引こ苦しむ。このまま推移すれば、 j臨道(教育委員会)としては、高等判交

の適正配置政策と同様に、市町村立判交の適正規本賭命から、小中朝交の統廃合をも強制的に進めざるを得なくなる

だろう。都i由守県知事の多くは、者同町守県の財政上の自由を確保したし、とし、うけれども、これでは、義務教育費の

地方への負担車説家となり、市町村にとっては、現在の小中学校の存廃を含めた学協経営自体が大きく制約されるこ
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とになるだろう。(1)

( 3)地方自治制度改革と教育委員会の任意設置論

1999年の分権一括法以降における地方自治制度の改革が、憲法の枠組みや制約をも越えて動き始めてし、る点も

注意を要する。 ω第27次地方制度調査会の答申 (2003年 11月)は、現行の市町村の3倍程度の規模(人口)を
持った「基礎自治体」の全国的制度化を打ち出している。この総合的行政主体としての I基礎自治体」のもとに、

法人格を持たない地域自治区(人口規模が1万人に満たないような現在の町村)を設けその長は針望ではなし、構想、

が打ち出されている。さらに、都道府県の廃止とブロック単位の道・州への広域自治体の再編成などは、現実に北

海道で進んで、いる。結局、分権改革は国の「構造改革」に従属した「自治f材毒造改革Jfこなってきてし、るとし、うの

が実相ではないか。学校など住民の生活を直張支援する基礎的な公共サービスが提供されるべき基礎的自治体を基

本としつつ、それを補完する広域自治体をどう構想するかが、市町村合併の動きとも絡んで、重大な局面に立ち至っ

ている。

さて、地方公共団体(都道府県及ひ市町村)は固から独立した法人格をもち、当該地方の政治・行政を、住民の

意思に基づいて自主的に処理する地域的統治団体である。そして、これらの統治団体のもとで一般行政から独立し

て、教育人権(学習権)を保障ずるために、判交を管理する教育行政機聞として特設されているのが教育委員会で

ある。教育基本法第 10条に基づく教育委員会制度のもとで、国民一人ひとりは教育統治の客体ではなく、担し、手

(主体)としての地位を確立していることは疑いない。しかし、これまで、、教育委員会は国家教育政策の実施機関

として広側面を強く持たされ、教育人権保障の機能を十分果たしてきたとはいえないことも確かである。

こうしたなか、学校への分権化により、国の教育政策を伝達し判交に実施させていくとし、う従来の固と自治体の

教育行政機能は縮小されるので、あるから、教育委員会は廃止、ないしは任意設置にすべきとの議論が、地方分権改

革推進会議平行政学者などからだされてし、る。

例えば、新藤宗幸(千葉大学)は、教育行政官僚主導から政治主導(首長主導)の自治体改革を進めるとして、

教育委員会の廃止論を展開している。 ω文音「科学省、に相11買で、教育長や揖尊主事を中心どした、校長会キ教職民組
合など様々なアクターが関与する網の目の政策コミュニティが形成されているけれども、それは、教育行政専門職

として自治体教育政策を形成する力量としてはきわめて未熟で、あると厳しく批判している。これが、首長らの教育

行政・政策への関与を阻んで、いる面は確かにある。また、氏が文剖降ヰ学省、の自治体教育行政への統制を民主的に規

制する観長から、国のレベルにこそ文部科学省にカわって行政委員会として教育委員会を設けるべきであるとする

E甑命にも多し、に賛意を表明したい。しかしながら、前述のごとく、憲法・教育基本法制が一般政治に左右されるこ

となく、また由主妻、国民に責任をおって教育(行耐を行うとして、一向財子政と教育行政を区別してきた教育の地方

自治における基本原理と、それを体現した教育委員会制度の意義についての認識には、大きな隔たりがあるとし、わ

ざるを得ない。二元代表制(首長と議会)のもとで、 I首長の独走を防止する装置の必要性が増し、行政委員会へ

の期待が高まる」とする指摘もある。 ω一般行政とさまざまなネットワークづくりで連携を深めつつ、住民と判交
そして教育委員会どの直接的で、緊密な関係をどう確立していくかが、市町村教育行政システム改善の中心課題とな

っている。

2" 市町村教育行政システム改善の4つの柱

市町村教育行政をめぐる以上のような王見伏のもとで、し、かに高い質の教育を地域の子どもたちに保障していくの

か、地域教育行財政学の課題はつまるところ、この機能をし、かなるシステム改革のもとでどのような政策によって

追求していくかである。そこで、まず、市町村教育行政システム改善を4材主で考えてみたい。

(1)朝交協議会への改革と朝交自治憲章づ、くり

任期支評議員制度を学校協議会に発展させる

第ーの柱は、父母住民、校長・教職員、生徒の豊かなコミュニケーションのなかで学校自治をすすめるために、
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市町村教育委員会の学校経営機能の質的発展に向けた取組の現状と課題

現行の学校評議員制度を学校協議会(朝交地域の全構成員の代表参加による審議機関)に発展させたい。その設置

にあたっては、例えば、父母、職員のそれぞれ3分の2以上の賛成があった学校から導入するような手続きをとっ

てはどうだろうか。既存の教育委員会制度は、実態はともかく、素人代表の教育委員会が教育行政専門職である教

育長を選び、その助言を得て合議し、自治体の教育政策を決定していくとし、う民主主義原則にたっている。これに

対して、(学扮教育と教育行政の接点に位置する学校協議会システムは、素人伏母住roと専門職(校長・教職員)
それに学習主体である生徒との協議により判交を運営し改善していくとし寸教育自治の新しい民主主義スタイル

(共同統治sharedgovernance)である。高知県の全小・中・高等学校等予防、また長野県などし、くつかの朝交地

域では、生徒、父母、校長・教職員の三者、あるいは住民を加えた四者の代表で学校協議会が設置され、学校自己

評価明受業改善を進めてし、る。 ω また、地元~b毎道では、白老東高校や美瑛高校など 10 校ほどで実践されている。

こうした学校協議会のなかで、教職員は、全構成員の参加により学校教育目標(学校自治憲章)を制定したり、

学校運営の基本方針を確立してし、く中心的担い手であることが期待される。これは、いわばぱ、学校教育共同体レベル

における

態、あるいは家庭・地誠の状況や願し、を出し合うなかでお互いの言寄哉の違いを認めあったり調整して策定されてこ

そ、目標や計画はみんなものとなり、判交地域を構成する多彩な人々の協働を可能にする。例えば、三者協議会を

設置している長野県立辰野高校の「わたしたちの学校づくり宣言J(1998年)は、「私たちは、生徒・父母・教職

員が互し刈こ信頼し、民主的に協力しあい、地域に根ざし出劇こ開カれた判交をつくっていきます」と宣明している。

制交長のリーダーシップの強化をめざす最近の教育法改正と学校語義員制度について

このような改善策は、文部科学省の以下に示すような一連の政策展開に対する批判的検討から導かれたもので、あ

る。すなわち、まず、学校教育法施行規則の一部改正 (2000年1月)により、「組織的、機能的な学校運営を行う

ことができる」人材を幅広く確保するため、教育職員免許状をもたず教職経験がなくとも、これと I同等の資格を

有すると認める者J(学校教育法施行規則第 9条の2)を加えるなど、校長及び教頭の資格を大幅に緩和し、いわ

ゆる民間人の校長採用を可能にした(同法施行規則第8条)02004年4月1日現在、民間人等(原則として、教員

免許を持たず、 I教育に関する耳此に就いた経験がない者)が校長に任用された例は79件・人(前年比21人増)

あり、うちお毎道でも高等学校で2人カt任用されており、 2005年4月からさらに2人を人選については財界にほ

ぼ丸投げで採用するとし、う。選考基準も明示されなし、選白品程の工日充性の問題もさることながら、今後、 ~b毎道教

育委員会が校長職の資質向上を全体としてどのように進めていくのかのヴィジョンが明らかにされる必要があろ

う。学校協議会をすすめる利高では、校長は判交の全構成員ぴ代表として、各構成員の持てる力をより合オっせて学

校改善のパワーアッフ。をはかつていくようなリーダーシッフ。能力を重視したい。

また、同時に、 I校長の精臓の円滑な執行に資するため、職員会議を置くことができ」、 I職員会議は校長が主宰

するJ(学校教育法施行規則l第23条の2)とし、職員会議を校長の諮問機聞として位置づけた。これは、戦後教育

改革以来営々と築し、てきた職員会議の慣習法上の地位キ教職員の自律性は顧慮されておらず、運用上の調整が必要

である。職員会議を実質的な審謝幾聞として運用するとともに、学校協議会においても教職員代表をきちんと位置

づけることが重要である。

さらに、 2000年4月から、各学校に学校評議員を置くことができるようになった(学校教育法施行規則第23条

の3)。判交評議員は「判交の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができ」るが、あくまでも校長の学

校運営に関する権限と責任を前提とした一対ーの意見聴取を基本とする。つまり、合議制による審謝幾聞とは位置

づけられていなしLまた、学校評議員は、当該学校の職員以外の者で、教育に関する王朝早及ひ識見を有するものの

うちから、校長の推薦により、設置者である教育委員会が委嘱する。本施行規則改正に伴う文部省通知によれば、

「責任ある判断に基づき意見を述べることが必要であることから」児童生徒に委嘱することは想定していないとし、

う。また、「学事汐トカミら意見を聞くものである」から、当該学校の教職員は除かれると説明している。さらに、 Iそ

の推薦や委嘱に係る校長キ設置者等の権限を制約するような運用どならないよう留意」することが指摘されている。
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このように教職員を排除する方策は、学校づくりのパワーアッフηをはかつていく視点からはきわめて非効率的とし、

わねばならない。

こうした評議員制度は文音昨↓学省による調査によれば、 2004年7月1日現在、幼稚園で24%(前年15%、以下

同様)、小学校で、77%(68%)、中学校79%(69%)、高等学校87%(80%)となっている。道内では、北海道立及

び札幌市立学校は100%、道内の市町村立学校における設置率は60%となってし、る。

@淳司防軍営協議会制度(コミュニティ・スクール)の創設と可能性

ところで、文部科学省は、 2002年度から I保護者や地域住民が運営に参画する新いザイブの学校運営の在り

方」について、 3年計画で実J践研究をすすめていたが、 2004年6月地方教育行政法の一部改正(同法第47条の5)

により学校運営協議会制度が2005年4月より可能となったO まず、教育委員会は、 Iその所管に属する判交のうち

その指定する判交の運営に関して協議する機関として、当該指定学校ごとに、判交運営協議会を置くことができる」

(同条 1項)とし、各教育委員会による任意設置を規定している。協議会の委員は、 I当該指定学校の所在する地

域の住民、当該指定学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者そσ:他教育委員会が必要と認める者について、教
育委員会が任命するJ(同条2項)。文部科学省の解説によれば、公募制の活用や校長、教職員などもメンノミーとし

て想定されるとしている。また協議会の権限としては二つが明示されている。第一に、教育課程などの基本的な方

針について承認する権限を有し(同条 3項)、第二に、当該学校の運営や教職員の採用その他の任用に関して、校

長や教育委員会に意見を述べる権限をもっている(同条3項及び4功。文部科学省の解説によれば、 I採用そσ:他の
任用」としりても、「採用、転任、昇任に関する事項であり、分限処分、懲戒処分など、については本項に基づく意

見の対象どはならなしリとしている(~教育委員会月幸則 2004年 10 月号参照)。なお、文音「科学省は学校運営協議

会を置く指定学校をアメリカのチャーター・スクールをも参考にしながら、 Iコミュニティ・スクール」と呼んで、

いる。学校運営協議会制度を導入するまでの経緯からしでも、明克望択の自由を拡大し、市場競争原理を導入した

新しい教育統治システムとして構想されている点も注意を要する。

それでは、材高で提起してしも学校協議会と判交運営協議会とはどこが一緒で、どこが違うのだろうか。まず顎

ーに、学校協議会は、その法的根拠とし、うことでいえば、 I教育は不当な支配に服することなく、国民全体に責任

を負って行われるべき」とする教育基本法第10条にし寸 I直張責任の法国に基づいてしもとし、えよう。加えて、

今般の地方教育行政法の改正によって、学校協議会は、学校運営協議会と同様に、同法の 47条の5によっても根

拠づけうることとなったともいえよう。第二に、学校協議会は共同統治の考え方に基づいているのに対し、学校運

営協議会では、消費者ないしは選択利用者(顧客)として特に父母住民の参加を強調していることがあげられる。

第三には、学校協議会は近隣の学校(協議会)どの実践交流など、協力共同の関係作りを重視している。これに対し、

学校運営協議会は通学区域を自由化したりして、近隣の朝交との競争による朝交の質的発展がめざされている点で

も実質的にはかなり趣を異にしているように臣、われるO

( 2)自治体レベルの教育審議会の整備と自治体教育憲法づくり

わが国の教育統治4紺青改革l士、分権化による文科省そのものの改革とともに、 市町村教育委員会をもっと父母
住民に跡、ていくため、酎妾責回全の法理にそった自治体教育統治・行政のシステム改革を真正面にすえる必要が

ある。国の教育改革にみられる教育行政・経営専門職中心白句傾向は、父母住民や教職員の教育統治・行政経営過程

への参加の内容を著しく貧弱な質におとしめている。そこで、、第二の柱として、地域を概ね中学校区に設定し、 1

つの中学校とその校区内の小判交の学校づ、くりを地域ぐるみで協議する審議会(00中学校区教育審議会、以下「地

域教育審議会」と略す)の設置を提起したい。

現行の地方自治法では、米国のような校区単位の行政委員会の設置は法律に基づくこととされており難しし、(自

治法138条の4第1項)。しかし、 I法律叉は条例の定めるところによりJ(同第3項)、教育委員会に附属機関を設

けることはできる。ある教育委員会が5つの中学校等を管理しているのであれば、 5つの地域教育審議会を設け、

父母住民そ教職員が教育委員会による地域に根ざした教育政策づくりに日常的に参加できるようにするのである。
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埼玉県鶴ヶ島市では、「地方自治の本旨に基づき市民の参画と協働により、市の実態や特色に応じた鶴ヶ島らし

さのある教育改革を進め、教育の真の目的を実現するためJ(第1条)に教育審議会を設置している(教育審議会

設置条例、 2000年4月施行)。 ω神奈)11県)11崎市では、要綱行政によって中朝交区ご、どに地域教育会議を設置して
し、る。 ω

このような教育審議会を拠り所に、自治体における教育統治の基本要件である自治立法権を生かして、教育人権

保障の観有、から、教育関係条例や教育委員会規則の制定・見直しを積極的に行っていきたい。 (10)教職員は、自治

体教育行政の基本姿勢を正し、子どもの1訴Ijや父母住民川智Ij・責務を具体的に盛り込んで、いくような“自治体教

育憲法づくり"を、自治体レベルの共同統治の実践として推し進めていくことが期待される。「システム研究』の

本号で、同僚の横井ゼミが奈井江田丁の子ど、もの1訴Ij条例について調査研究のまとめを行っているが、こうした奈井

江町の条例も優れた「自治体教育憲法」のひとつとして注目される。

国の新たな教員管理政策が強まるなかで、校長・教職員はとりわけ、教育統治主体である父母住民と共同する力

量(共同統治能力)が求められている。選択教科の拡大ぺ哨巨力別竿級編制、通信簿の中的指軒面、カウンセラーの配

置、学校統廃合など、その政策の当否はともかく、それらへの対応には、父母や生徒との協議や相互瑚平が不可欠

である。校長・欄哉員は、教育活動や子どもの判交生活鋪知こっし、て父母に責任を負し、つつ、相互闘員関係を築き

ながら協力共同の学校づくりをしていく専門的能力が期待されている。教師ぴ他者どの共同能力は、 I教師の役割

と地位に関するユネスコ勧告J(1996年)でも強調されているところであり、今や国際的に共通した課題といえよ

つ。

(3)首長、一般行政部局さらにはNPO組織などと連携したネットワークづくり

地域の特別のニーズをもった子ど、もたち、例えば不登校、いじめ問題、軽度発達障害児等への支援にあたって、

判交キ教育委員会は、自治体の様々なリソースを活用し、支援内容の質的向上をはかつていきたい。この三つ目の

柱は、いうまでもなく、一自貯子政と教育行政どは地方自治システムとしても区別すべきであるとの立場にたってい

る。ただし、これまで、の市町村教育行政が、地域により相違はあろうが、文音降一千学省、に倒|頃で、校長会や教職民組

織など教育専門職による官僚的で閉鎖的な「ネットワーク」化している点については抜本的に改善していく必要が

ある。Clu

①不登校問題に対する新たな通知とネットワークづくり

2001年度、 I不登校」を理由として30日以上欠席した児童生徒数(の割合)は、小学生が約2万7千人(児童

275人に1人)、中学生は11万2千人(生徒36人に1人)と過去最悪となったo 2003年5月、文部科学省は、「不

登校問題に関する調査研究協力者会議」の報告に基づき、「不登校への対応の在り方につし、てJ(通知)を出した。

これは、 1992年9月24日の通知に続き2回目である。「きめ細かく柔軟な個別・具体的な取組」、教育委員会によ

るI学校等の取組を支援するための教育条件等の整備」、「高等学校で学ぶ意欲や能力を有する不登校生徒につし、て、

これを適切に評価すること」、「教育支援センター(し、わゆる通志指導教室)の整備充実」、「訪問型支援など保護者

への支援の充実JI官民の連携ネットワークの整備の推進」などを推奨している。

また、不登校児童生徒が判妙杭公自坑幾聞や民間施設において相談・指導を受けている場合、一定の要件が満た

されれば、指導要録上、出席扱いにできることをあらためて指摘している。その実態は、 2002年度の場合、不登

校児童生佑総数13万 1，252人のうち、教育支援センター G即日旨導教室)や児童相談所・福祉事務所その他の機

関で指導等を受け、指導要録上「出席扱し、」とされた児童生徒の実数は1万7，228人にとどまっている。埼玉県志

木市教育委員会のホームスクーリングの取組にみられるように、行政・判交サイドから不登校児童生徒の家庭に支

援者(教員)を派遣(アウトリーチ)するなど、 13万人の叫びを聴きとり、きめ細かし、ケア・支援がのぞまれる。

Cl2) 

なお、北海道の不登校児童生徒数は、 2002年度の場合、小学生が842人、中学生が3，349人となっており、出

現率は0，86%で、全国平均の1.18%より少なく、これは、宮崎県、長崎県、霊訪妥県に肉、で低し、数値になってしも。
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②いじめ問題などへの対応としての「出席停止」規定の細密化への対応

いじめ、暴力行為などの問題がj梁爽J化するなか、児童生徒が安心して学校に通うことができるようにするためと

して、学校教育法第28条が概要以下のように全面改正された (2002年 1月11日施行)。

第1項市町村の教育委員会は、次に掲げる行為の一又は二以上を繰り返し行う等性向不良で、あって他の生徒の

教育に妨げがあると認める児童があるときは、その保護者に対して、児童の出席停止を命ずることができる。

他の児童に傷害、心身の割高又は財産上の損失を与える行為

一 職員に傷害又はよ身の割高を与える行為

一施設又は設備を損壊する行為

四授業その他の教育活動の実施を妨げる行為

第2項市町村の教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじ陀保護者の意見を聴取

するとともに、理由及ひ期間を記載した文書を交付しなければならない。

(第3項、第4項略)

文部科学省の調査によれば、 2002年度、本規定により出席停止の措置がとられた件数は、小学校でゼロ件、中

学校で37件あった。主な理由は、対言知市暴力が 15件、生徒間暴力が 11件、いじめ5件、授業妨害3件などとな

っている。期間は 7~13 日が最も多く 16 件、 21 日以上も 1 件あったD

本規定は、事実上、語%教育段階ではî~械郎社して禁止されている停学に代わる措置として運用される危険性

をはらんでおり、市町村教育委員会の慎重な対応が望まれる。

この点、兵庫県川西市の子どもの人権オンブズノtーソン条例などは、児童精神科医、弁護士、児童福祉を専門と

する大学教員など、をオンブズ、パーソンとして委嘱し、電話相談はもちろんのこと、調査活動によって児童生徒並び

に親と学校機関との協議、調整をはかるなどして問題解決にあたっている。 (13)

明寺別支援教育の改善とネットワークづくり

社会のノーマライゼーションの進展、障害の重度・重複化や多様な障害児のニーズ、に適切に対応するため、就学

基準並びに就学手続きが一音「み改正され、 2002年 4月より施行された。すなわち、例え暁見覚障害については、矯

正視力0.1剥前の者を一律に盲者とする規定を改め、「両眼¢視力がおおむね0.3剥前のもの又は視力以外の視機能

障害が高度のもののうち、拡大鏡等沈使用によっても通常の文字、図形等の視覚による"'窃哉が不可能又は著しく困

難な干盟主」の者を盲者と規定した(学校教育法施行令第22条の3)。また、知的障害者の判断は、知的発達の遅帯

の閣支が中度以上等と規定することを改め、 I知的発達の遅滞があり、他人との意思疎通が困難で日常生活を営む

のに頻繁に援助を必要とする干盟主」の者及びその干盟主に達しないもののうち、「社会生活への適応が著しく困難な

ものJ(同条)と規定した。さらに、盲・聾・養護学校の就学基準に該当しでもなお小・中判交において適切な教

育が受けられる場合もある状況を踏まえ、市町村の教育委員会が児童生徒の障害の状況に照らし、小・中学校にお

いて適切な教育を受けることができる特別の事情があるとZ忍める者(認定就学者)について、小・中学校に就学さ

せることができるよう就学手続を改正した(学校教育法施行令第5条、第6条、第6条の3、第6条の4、第 11

条、第四条の2、第14条)。

また、文部科学省は、「特別支援教育の在り方に関する調査研究協力者会議Jの報告 (2003年3月)や「障害者

基本計画J(2002年 12月24日閣議決定)などにもとづく施策の一環として、「小・中学校における LD(学習障

害)、 ADHD(注意欠陥/多酬空障害)、高機能自閉症の児童生徒への教育支援体制の整備のためのガイドライン航

案)J (2004年1月)を作成するなど、自治体や学校における総合的な支援体制づくりの指導をすすめている。

こうした中、 2004年 12月3日「発達障害者支援法」が成立、 2005年4月1日から施行されることになったO

同法は、発達障害者への支援をすすめるセンターの整備など国及び自治体の責務を明らカヰこするとともに、学校教

育における発達障害児への支援、発達障害者の就労の支援などを規定しており、単なる耳念法に終わらせない自治

体の積極的対応が期待される。幸随によれば、相毎道では2002年、函館市に支援センターを設立したほか、 2005

年度中に新たに設ける計画で、札幌市も 2005年度東区に支援センターを開設する予定どし寸。関係教育委員会と
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首長部局の保樹高祉関係部局ど¢連携した恥組に注目したい。

また、十勝地域の特別支援教育活動は、医療機関、判交、町役場・教育委員会どのネットワークを、 Iすべての

仲間、機関の対等の関係」を尊重しながら築いてきており注目される (1針。

(4)教職員(校長を含む)石刑彦の奨励

①夏休みなど、本務としての自主石刑i多の奨励

まず、教育公務員特例法第22条2項の規定を生かし、教職員の自主研修を積極的に保障してし、くことが期待さ

れる。

ところで、 2001年度までは、教員は学校休業日である毎月第2・第4土曜日を週休日とし、週休2日制におい

て不足する週休日数については、夏季休業中等にまとめて週休日を設定する、いわゆるほどめ取り方自による

週休2日制を実施していた。しかし、 2002年度から完全判交週 5日制の実施に伴い、文音「科学省は、夏季等長期

休業期間においても基本的には週休日を除き騎%日であるとして、 2002年3月4日及び同年7月4日の通知によ

り、研修活動の充実を促すとともに、教特法第22条2項の職専免研修を安易に承認することは適当で、なし、どした。

文音附学省によるこの趣旨を側底するための調査によれば、 2002年の夏季休業中に職専免明彦の承認を受けた教

員 1 人当たりの平均日数は 7.2 日で、あった(~教育委員会月劃 2002 年 12 月号、 92 頁)。この巴曜は、教特法第

22条2項の規定につき、職臓としての自主研修とする有力な学説にも画自重し、教職員や父母どの話し合いによる運

用が望まれる。また、こうした夏休み期間に、教職員と児童生徒そして父母住民が、判交改善について様々な協議

の場を設けるような取り組みもすすんでいる。学校協議会や地域教育審議会での話し合いが、新しい教員の研修の

場として位置づけられ、学校づくりにつながっていくことが期待される。

⑫見職教員の大学院におけるE刑劇幾会の保障一大学院修学休業制度の創設と一部改正

教員が国内外の大明誌に在学し、専修免許状を取得する機会を拡充するため、教特法の一音ro改正(第 26条、第

27 条、第 28 条)により、大明開I~学休業制度が創設され、 2001 年度より開始された。希望者は、任命権者の許

可を得て、専修免許状を取得するため、 1年を単位とする 3年を超えない期間、その身分を保有したまま休業をす

ることができるが、給与は支給されない。 2001年度は全国で30人が利用、 2003年春には新規で、169人が利用し

てしも。最初の3年間で利用した378人のうち、学概観l代、刷、学校58人、中学校114人、高校162人などとな

っている。 ~b毎道では初年度ゼロ、 2002 年度 5 人、 2003 年度 13 人となっている。

また、 2004年8月1日付けで、地方公務員法が一部改正施行され、「修学部分休業」と「高齢者部分休業」が新

たに制度化されたことにより、給与を得ながら(部分休業時間数等に応じて減額あり)大判完で修学しやすくなっ

た。すなわち、大明詰(この制度は大学等でも適用される)で修学のため、 2年を超えない範囲内において、条例

で定める期間中、 1週間の勤務時間の一部について勤務しないことを承認できることとした(地方公務員法第 26

条の2)。県費負担教職員の場合は、市町村教育委員会が承認を行うこととなるが、その際、学校の教育活動に支

障が生じることのないよう十分配慮しつつ、積極的に保障していくことが期待される。なお、文音院ヰ学省、の説明に

よれば、 1週間の勤務時聞のうち勤務しない時聞の上限は、 20時間を超えない範囲で条例により定めるのが適当と

し、取得単位は日単位でも時間単位でも可能としている。

③10年観賞者研修制度の運営について

続悼としての在職棚聞が 10年に達した者に対する個々の能力、適性等に応じた研修を制度化した(教特法第

20条の3、その後、 2003年の国立大学法人法の制定に伴う条文整理により第24条として整備)。任命権者は、 10

年経験者研修を実施するに当たり、その者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに

10年経験者研修に関する計画書を作成しなければならなし、(同法同条2項)。また、任命権者が定める 10年経験

者研修に関する計画は、教員の組験に応じて実施する体系的な研修の一環をなすものとして樹立されなければなら

ないこととしている(同法第25条)。しかしながら、このようないわゆる行政研修の体系化は、教員言判面制度のあ
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り方どもかかわって、また自主研修権(教特法第22条2項、文部科学省は I職専免研修」と性格づけている)と

の調整など、専門職としての職能向上に向けて、制裁員、校長、教育委員会どの十分な協議が必要である。

3. 自治体教育政策の展開一政策立案のポイント

ここでは、 3つの自治体教育政策について、例示的に述べることとする。なお、実際には、自治体教育計画、学

校統廃合、市町村立高校の再編と中高一貫教育u母、 学校安全、教職員の勤務条件など、市町村教育委員会で実現

可能な約20の基本政策を市町村教育政策集として整備したし、と考えてし、る。この政策集が、「自治体教育行財政学」

や I市町村教育行財政改善プロクマラム」の中心的内容をなすものと考えている。

(1)教育課程編成・カリキュラム開発」糊にヰ艮ざし「特色ある学校」をどうつくるか

①「学力問題」と学力向上フロンティア事業や新学習指導要領の一部改正など

I学力問題」がし、われるなかで、文音降ヰ学省は、新しい学習指導要領の完全実施を前に、 2002年1月17日、「確

かな学力の向上のための2002アピール・学びのすすめ」を発表した。そして、「確かな学力」の向上にむけた

15つの方策」を提示した。例えば、 I学力向上フロンティア事業実施要項」を作成し、都道府県教育委員会の実施

計画書にもとづき、全国の805校を I学力向上フロンティアスクール」として指定し、 2002年度から2004年度ま

で3年間、新しい学習指導要領のねらし、とする「確かな学力」の向上のための実ι知冴究を委嘱した。このうち、北
海道ではキ凶晃市立山鼻南小学校など10校、キ凶晃市立向陵中学校など8校の計18校が指定された。

また、高校においては、理科や数学など理数系教育を重点的に行う高校等を「スーノtーサイエンスノ、イスクール」

として国公私立の応募校のなかから指定し、理数系教育に関する教育課程の改善に向けた研究開発を3年間ずつ指

定委嘱する事業も 2002年度よりスター卜した。 2004年度までに 72校が指定を受けている。 北海道では、 2002

年度に道立札幌北高、 2003年度に道立帯広柏葉高が指定を受けている。

しかし、 3割内容を削減した新しい学習指導要領に対する批判が強まる中で、文音院ヰ学省、は、 2003年 12月 26

日付けで、学習指導要領の総則を中心に一部改正した。すなわち、第 1章の総則において、「第2章以下に示す内

容の取扱し、のうち内容の範囲併盟主等を示す事項は、すべての児童に対して昨草するものとする内容の範囲併捜

等を示したもので、あり、学校において特に必要がある場合には、この事項にかかわらず指導することができる。」

とし、各朝交においては、いわゆる「発展的な学習内容」を盛り込んで教育課程を編成してもよし、とした。あわせて、

フロンティアスクールで積極的に実践されているように、 I総合的な学習の一層の充実J1個に応じた指導の一層の

充実」をすすめるなかで、「確かな学力」の育成に取り組むことが重要であるとした。実施 2年足らずで改正とし、

う前代未聞の事態に、現J易からは学習指導要領の法的性格そ教科書検定制度のあり方に疑問があがってし、る。そも

そも、教育基材去に照らせば、欄市専門職の創造的な実践をはげますべく、少人数学級などの教育条件整備こそ文

部科学省の責務であるにもかかわらず、要綱(要項)行政によって、習繋渡別編制など教え方や学び方にまで直張

介入してきている事態は、わが国の戦後教育の歴史を振り返っても、また世界的にみてもきわめて特異である。

②ボランティア活動の法制化と『心のノート』

教育基本法の全面改正の動きの中で、とりわけ「国を愛する心(愛国心)Jや公共心・公徳心を教育の目的とし

て明記することが議論されているが、こうした方向の政策がすでに展開されている。

児童生徒が社会の構成員として規範意識や社会性を身につけるため、小、中、高校、盲・聾・養護学校等におい

て、その教育目標の達成に資するよう教育権尊を行うに当たり、児童生徒のf神食的な学習活動、特にボランティア

活動など社会奉仕f神剣舌動、自然f本事館舌動そσ:他のf楠食活動の充実に努めることを新たに規定した(学校教育法第
18条の2、2002年 1月11日施行)。

また、 2002年4月、文献特省、は、全国の小中学生 1，200万人に道徳補助耕寸として『心のノート』を配布し

た。小学低、中、高学年用、中学生用の計4冊。それぞれ、 I自分の心J1共に生きるJ1自然や崇高なものJ1家族
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や郷土、国家」の4音防毒劇こなってしも。検定も採択手続きもなけれ悶吏用語;誌なしが、年々、学校長権限で慎

用の徹底が図られている。いわば国定教科書ともし、うべき性格の「心のノート』に9年間にわたり子どもたちの心

が、愛国心へと誘導されることが深く憂慮される。 I内心の自由J(憲法第四条)や I人格の完成J(教育基本法第

1条)などからみて、また I日の丸・君が代」問題ともかかわって、地域、日本、世界を切り結んだカリキュラム

の編成が課題となっている。

@)也域に根ざしたカリキュラムの編成と特色ある学校づくりをどうすすめるか

このような困難な政策動向の中にあって、地域に根ざしたカリキュラムをし、かに創っていったらよいのか。

では、まず~b毎道・上ノ国町の Iかかわり合い、学び合い、育ちあう、学びの共同体」の実践に注目したい。

上ノ国町は210::集落で構成され、小学校が7校、中判交が1校で児童生徒数は612名 (2003年4月)、それに

高校が1校ある。上野秀勝教育長は、学びの共同体づくりにおける教育行政の役割につし可、保育所、小判交、中

判交、高等判交を繋いで、いくコーディネーターであり、環境を整えることとして、以下のような恥組をすすめてい

る。(jωこれらは、地域カリキュラムづくりの基本的視点としても剖目に価する。

1)校長会、教頭会、職員団体等の意見を聞くことと、あらゆる場を利用してこの町に住む人たちの要望をできる限

り謙虚に聞く。(児童の実態把握と教育課題の把握)

2)上ノ国町の教育は、上ノ国町民が責任をもって進める原則を貫きたい。伏母の教育樹

3)子育て、学校づくり、教育づくりを町民みんなが学びあいながら進めることが大切で、あり、それが I学びの共同

体」づくりに発展する。(地域の教育力への着眼と協働)

4)保・小・中・高一貫した教育で、上ノ国の子どもを育てる。(教育の一貫性、上ノ国人としてのアイデンティティ

の育み)

5)教育の方向を誤らないよう、大学等専門機聞の揖尊を受ける。(鶴見性、科学的

6)課題を明確にした執行方針。:提示と、予算の裏付けの努力をする。(諸条件整備)

7)教育の具体的な問題につし吋は、校長会、親貢会に検討をお願し寸る。必要に応じてプロジェクトを組織し委ね

る。「学びの共同体」構想、がそうである。(教職員を信頼)

8)上ノ国の子どもを、欄議員を含む全町民が共有する。(朝交ぴ壁、学校と行政の壁を無くす)

9)児童生徒ができる限り学びやすい諸条件を整えるため教育行政職員はたんなる事務職員で、あってはならない。学

校現場を良く知る努力をする。(教職員との連帯・諸条件整備)

1ω児童・生徒の民主的人格の完成を目指す教育を進めるためには、教育行政は行政内部はもとより、学校どの民
主的関係を発展させ、自由聞達なE甑命をしつつ教育の自立性を保障しなければならない。(職場や教育の民主制

と自立性の保障)

こうして、例えば総合的な学習の時間には、児童生徒の発達段階を考慮して、自然、歴史、人、くらしにかかわ

りあい、学びあい、育ちあいをしながら地域への認識を深め、自己肯定感を育み、人生イメージを膨らます学びを

帝国哉している。 Iみんなの学校Jtこなっていれば、一人ひとりの子どもが色々に輝き、その光をあびて教師も親も

輝き、判交の特色は着実に芽生えていくことだろう。

( 2)学校(自己)割面システムづくりと運営一全構成員参加による学校自己評価をどうすすめるか

司期交評価活動とは何か

判交評価どは、各判交が設定した教育目標を達成するために行うすべての活動を対象として、これらを一定の基

準に基づき、鶴見的かっ総合的に剖面し、改善の方向や改善点を明らカ記することである。判強引面の領域として

は、子どもの発達伏況や学習の効果を明らかlこする教育訓面が中心ではあるが、教育課程、朝議員人事、学校財政、

市且織運営、施設設備なども含まれる。したがって、学校の自己評価活動は、父母住民や生徒そして教職員の参加に

よる教育自治・学校づくりのあり方を問うきわめて実践的な課題となっている。

これまで、、学校教育法第3条、同法施行規則第16条及び第51条により、語%教育で、ある小判支及ひ、中学校につ
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いても設置基準を定めることが求められていたが、まとまった形で、定めた法令はなかったO 今般、新しいタイプの

学校の設置や聞かれた学校づくりを促進していくためにも設置基準を設ける必要があるとして、 2002年3月29日

に「小判交設置基準」及び「中学校設置基準」が制定された。このうち、自己評価等及び情報の積極的な提供等に

係る条項は、 2002年4月1日より施行され、編制並びに施設及ひ設備に係る条項は2003年4月1日より施行さ

れている。

自己評価lこついては、 I小判交は、その教育水準の向上を図り、当該小判交の目的を実現するため、当該ノト学校

の教育活動その他の学校運営の状況につし、て自ら点検及ひ評価を行い、その結果を7主演するよう努めるものとす

る。J(小学校設置基準第2条)としている。また I小学校は、当該小学校の教育舌動その他の判交運営の状況につ

いて、保護者等に対して積極的に情報を提供するものとする。J(同第3条)と規定した。同様の規定は、中判交設

置基準、高等学校設置基準(省令で一部改正された)、幼稚園設置基準倍、令で一部改正された)にも設けられて

いる。こうした学校評価を通して教職員一人ひとりの、また集団としての職能が向上していくことが期待される。

文部科学省調査によれば、 2003年度聞に自己評価した公立学校は 94.6%、外音陪手価lこついては 64.1%が実施し

た。また、その結果の乏涜につし、ては、自己制面では公立判交39.0%、国立学校48.0%、私立判交24.1%。外部評

価は公立朝交 83.0%、国立学校 63.8%、私立学校 43.1%の生法率で、あった(~日本教育新聞~ 2004年 11月26日号

参照)。

②日本の学校自己評価制度の特徴

学校自己評価活動にあたっては、以下のような3つの視点からまず点検してみる必要があるO

1)校長中心の学校評価体制になっていなし、か

わが国の判交評価・学校改茜舌動は、父母住民や教職員の直接参加に依拠するとし、うよりも、校長の権限を強化

し、教育経営専門職中心にすすめられている場合が多い。教職員や父母住民の参加はアンケートに回答するなど極

めて限られており、東京や大阪では教職員 L組合)は現行の学校自己評価活動には消極的なし、し「教育に対する不

当な支配」であるとして反対している。この間、例えば京都府教育委員会は、判交評{面制度の策定にあたって市町

村教育委員会と連携を深め、校長会ども刊面項目・基準等につし、て協議したけれども、教職員や父母住民は学横平

価制度の立案・決定過干呈からほとんど、排除されたとし寸。教職員との協議に基づく合意を得ぬままに学校評価制度

が導入されても、はたして判交改善にむけて校長のリーダーシッフηが発揮されるのかど、うか疑わしい。

2)公正な評価活動をすすめてし、くうえで朝交評議員制度は有効に機能してし、るか

学校評議員は I校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができ」るが、あくまでも校長の学校運営

に関する権限と責任を前提とした1対1の意見月間支を基本としている。つまり、合議制による審謝幾聞とは位置づ

けられていなし、。教職員や子どもと父母住民とが協議することは困難で、、公正な民意を反映した判靖平価は期待で

きない。このような問題点を克服するためにこそ、生徒、父母、校長・教職員の三者、あるいは住民を加えた四者

。:代表で今喰協議会を設置して、学校訓面・改善を進めていくことが肝要である。

3)双方向の勃程営刊面システムになってし、るカト教職員勃阿保障

第三に、学慌軒面が欄哉員人事考課制度 (i問題教師」排除政策や賃金の格差支給政策を伴う)と連動して実施さ

れる傾向にある。学級規模の縮小など条件整備が伴っておらず、制裁員の専門的自律への固暗に著しく欠けている。

職場のなかでお互いに励まし高めあい、ひたむきに日々頑張っている糊市が刊面されるような剖面システムとして

機能しているかどうか点検が必要である。

教育委員会は学校の自己評価や教員の謝責評価の内容そ形式に立ち入って細密に定めることには慎重で、ありた

い。父母住民や児童生徒そして校長・教職員が参加する学校協議会が、学校教育目標を設定するとともに、これを

実現していくための教育課程、人事、学校財政の基本的事項について審議し、その到達状況を評価してし、く学校自

治の実践こそ大切にされねばならない。学校協議会は、個セの教職員の評価に及ぶことなく、学校代表者であり教

育経営責任者でもある校長のI酎多実績を評価し責任を追及できるように整備すべきである。

ところで、市町村立学校長の服務監督権者は市町村教育委員会である。教育委員会は教育長の、教育長は校長の
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それぞれ1荷主評定をする(地方教育行政法46条、地方公務員法40条等)。住民代表機関である教育委員会が教育

長や校長など教育行政・経営専門職者を評定することになってし、る。しかるに、教育長や校長に対する教育委員会

の監腎ないし指導責任についての評価と責任の追及はきわめて不十分で、あり、有効に機能しているとはし、えない。

教育委員会のこうした監督指導活動に対する民主的で適正な評価システムを開発しなければならない。子どもの

学習権が侵害されていたり、校長がその職責を十分果たしていなかったり、制裁員に対し不当な支配に及んで、いる

と評価されたりしたときは、学校協議会で十分審議しながらも、場合によって凶順次市町村教育委員会や都道府県

教育委員会の責任(条件整備と揖尊助言の質)が問われねばならない。そうでなし、と、判交評価におけるマイナス

面は、個々の教職員の力量の問題(人事考課)や親・家庭・地域との連携の問題にすり替えられたり不当に棲小化

され、その結果、教育行政当局の責任が適正に追及されない危険性がある。

ヨ浮枝の自己評価活動をどのように改善していくか

それでは、父母住民や生徒そして校長をはじめとする教職員は、どのような学校の自己評価体制のもとで、どの

ように言手価・改書舌動をすすめていったらよし、のだろうか。

1)学校評議員制度を学校協議会に発展させる

まず、父母住民、校長・教職員、生徒の豊かなコミュニケーションのなかで学校の自己評価活動をすすめるため

に、学校評議員制度を学校協議会(学校地域の全構成員の代表参加による審議機関)に発展させることである。前

述のごとく、教育と教育行政の接点に位置する学校協議会は、素人(父母住同と専門職(校長・教職員)それに学

習主体である生徒との合意により判交を運営し評価していくとし寸教育自治の新しい民主主義スタイルで、あるO

2)学校教育目標をみんなで協議決定し共有する

また、学校協議会の設置の如何にかカわらず、できるだけ全構成員の参加により朝交目標を設定したり、判交運

営の基本方針を確立してし、くことも具体的実践課題である。 Iわが校の教育目標」は、校長がひとりで決定し実現

できるようなもので、はない。学校地域を構成する人々が、子どもの現状、竿級・学校の実態、あるいは家庭・地域

の状況や願いを出しあうなかで策定されてこそ、みんなのものとなり、学校地域を構成する異質な人々の協働を可

能にする。

3)校長の学校士出或代表性を育み高めてし、く

第三には、こうした学校地域の全構成員による自己評価活動の要となる有能な校長を選ひ育ててし、かねばならな

い。学校教育法施行規則の一部改正は、校長選任への父母住民参加につし、ては一切角虫れてし、なし、ばかりか、逆に企

業経営的能力をもった人材を登用するため教員免許状にかかわる資格要件を緩和している。

校長自らが、調哉員や父母住民の期待や要求を受けとめ「本学における校長のあり方」をまとめ問題提起し、次

期校長もそれを継承発展させていくような実践も生まれている。例えば、北海道:宗谷校長会は I父母の期待にこた

える学校づくりの合意J(1992年)のなかで、学校運営の基本と校長の役割について次のように述べてし、る。 (16) I学

校運営の基本は子どもが主人公の教育活動をより豊かにするためのもので、あり」、職員会議を I今乞佼運営の中心的

帝国哉」として位置づけ、「校長は、判交と教職員が責務を正しく果たせる見地で判交の責任者として公務を民主的

に掌るそ鰭1) (権限)を担っ刀法す」と。

(3)教員評価制度一「指導力不足」教員問題への対応一専門職性を尊重しながら教員評価をどうすすめるか

①「指導力不足」教員問題

都道府県教育委員会は、指導が不適切な教員につし、て、分限免職等に至るほどではないが、児童生徒に対する指

導が不適切であること等の要件を満たす県費負担教職員について、都道府県の教員以外の職に異動させることがで

きることとなった(地方教育行政法第47条の2、2002年1月11日施行)。すなわち、都道府県教育委員会は、地方

公務員法第27条第2項及び第28条第1項の規定にかかわらず、その任命に係る市町村の県費負担教職員で次の各

号のいずれにも該当するものを免職し、引き続し、て当該都道府県の常時勤務を要する職に採用することができる。

一児童又は生徒に対する指導が不適切であること。
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二研修等必要な措置が講じられたとしてもなお児童又は生徒に対する指導を適切に行うことができないと

認められること。

文部科学省の調査によれば、 2004年4月1日現在、 I指導力不足教員」の定義について、全ての都道府県並びに

指定都市教育委員会が定めている。例えば、 j臨道教育委員会では、「病気・障害以外の理由により、児童生徒ど

の人間関係を築くことができないなど児童生徒を適切に指導することができないため、当該教員が担当すべき授業

を他の教員が分担して行うなどの状況がある者のうち、高齢売して特別な指導・研修を要するとZ忍定された者」とし

ている。全国では2003年度481人が認定され、 3人(京都府2人、岡山県1人)は教員以外の地方公務員の職に

軒壬している。 ~tì毎道では、 2003 年度の場合、 2002 年度からの者 3 人と新規認定者 2人の計 5 人がおり、 4人は

研修を受け、 1 人は依願退職などとなっている(~教育委員会月割則 2004年 7 月号参照)。

こうした教員評価(人事考課)制度の改革が急展開している仕掛けは、法律改正前から、「指導力不足教員に関

する人事管耳Eに関する調査研究事業 (2000年度より)や「教員評価システムの改善に関する実践的な調査研究」

(2003年度よりすべての都j副守県及。特定都市)を都j副守県教育委員会などに委託する手法である。そして、制

度改善広進捗状況を文部科学省著作の「教育委員会月幸闘などで乏ミ表している。こうした新たな指導行政に対して、

各自治体の教育委員会は、教職員の代表や父母住民らとの十分な協議のなかで教員評価制度を創造してし、く教育政

策形成能力ないしは教育統治能力(ガパナビリティ)が問われている。教員評価制度においても、行政側が一方的

に、企業経営体の発想で、雇用システムとして管理吉向的に制度化するべきで、はないだろう。

宰教員評価制度のあり方

糊市は専門職者として、もともと、子どもにとって最良の学びを細哉するために、専門的力量向上をめざして常

に日々の実践を自律的に評価している荷主である (1反省的実践家J)ことを、教育委員会は深く受けとめ、これを

支援してしてシステムとして教員制面制度を位置づけてし、くことが大切である。教師の専門的力量の核となる I実

践的探求J(教育活動の目的に照らして最善の手段や過程を専門的に選択・手掛哉・決定してし、く能力)に信頼と期

待を寄せ、校長を含む同僚耕市との対話を土台に最大限合意づくりをめざすことが期待される。し、かなる現代教育

改革も糊市の積極的支持と参加なくして成功し如、ことを都道府県及び市町村教育委員会は銘記すべきである。

この政策立案過程においては、都道府県教育委員会レベルlこおいても、それぞ、れの市町村教育委員会レベルlこお

いても、教職員(代表)と教育委員会どの十分な話し合し、に基づく合意によりすすめるべきである。この点は、 IILO・

ユネスコ教員の捌立に関する勧告J(1966年)の 75項さらには、 ILO・ユネスコ教員の地位勧告共同専門家委員会

の日本蜘守等に対する I勧告J(2003年 12月5日)fこし、う「もっと両者は話し合うように」どの主旨は、政策づ

くりの段階から、教育委員会と欄哉員どが共同で開発する方向に転換すべきことを求めていると受けとめるべきで、

あろう。 (8)文部科学省は依然として「管理及。ち軍営に関する事項は、交J歩の対象とすることができなしリ(地方公

務員法第55条3項)との立場をとっているが、上記の勧告や教育基本法に照らした運用が望まれる。

教員制面の目的は、一人ひとりの職能成長の支援にあり、画一的で、なく、形成的刊面を追求し、複数年でのサイ

クルでフォローアップをはかつていくことが大切である。システム全体がプロフェッショナルな言布義を大切にし、

内省をうながし、専門的共同性を大切にして、同僚による長所や課題を指摘するなどの支援、相互授業観察などを

取り入れることも検討されてよいだろう。教員評価を教育行政事務としてよりも、教育実践と不可分な教育専門職

の自律的営みの中に位置づけるようにしたい。さらに、評価結果の本人開示が徹底される必要があるO そして、不

服申立の制度も整備しなければならない。

<注〉

(1)なお、長野県では、 30人規模学級を小判交4年生から6年生に拡大するかどう判土、市町抑、保護者の要望等を総合的に

判断し、自主的主体的に選択することとし、県と市町村との闘動事業にしてしも。すなわち、政策導入を希望する市町村は

「任意の協力量討を、平成15年度市町村財政力指数に応じて、県に納付することとしている。例えば、指数が0.4以上0.6

未満の自制本の場合、県が7(教員人件費を550万円と仮定すると 321万円)で相I木村¥5 (同じく 229万円)としている。
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(2)加開Ij男「地方自糊リ配文革の政治パラダイム」白藤博行悩暗『地方自i台市l肢改再削自制本研究社、 2004年、 303-342

頁。

(3)擁綜幸「教育行政と地対瀧化」東京市政調査会編『分権交革の新展開に向けて』日梧平論社、 2003年、 271切 0頁3

(4)大山礼子「首長・議会・行政委員会」松下圭一幽漏『自制本江構想、4 樹蕎』岩波書底、 2002年、 21切頁3

(5) j甫野東洋一編『土佐の教育改革』判易書房、 2003年。

(6)宮下与兵衛『学校を変える生徒たち三者協議会汁艮づく長野県辰野高聞かもがわ出版、 2004年。

(7)飯塚正樹 rw三者懇談会』から『三者協議会』へ」太田政男他五時『高校教育改革に挑む」地域と歩む学校づくりと教育実践』

ふきのとう書房、 2004年、 45-52頁3

波岡知朗 rw美瑛フォーラム』で、変わる私たち」同上書、 60-67頁3

(8) (仮称)鶴ヶ島市教育審議会検討委員会 r(仮帯。鶴ヶ島市教育審議会の設置に向けてJ2000年3月。鶴ヶ島市教育委員会『平

成13年度「つるがしまの子どもと教育」実鵬周査報告書一子どもは小さなまちづくり人Jl2002年3月。

(9)平塚員樹 rw学校に風を送る』のリアリティ 川崎市地域教育会議の『おもしろさJlJW教育Jl2000年1月号。

(10)鶴ヶ島市教育委員会で、は「鶴ヶ島市教育大綱」づくりをすすめている3 これは、「市民(子ども、欄哉員を含む)参加と合

意のもとに、鶴ヶ島市の教育江普遍的な理念と中長期的な方向性を示すものであり、あわせてこの実効性を高めるための具

体的方策からなるものである3実方面十画や予算編戎に背景となり、教育機関等の運営制言ともなるものである，Jとしてし、る3

鶴ヶ島市教育委員会『鶴ヶ島らしさのある教育の創造一教育大綱(学校教郁:胃)-Jl (平成16年度鞠哉員全員研修用資料)

全39頁。

(11) r;j臨道市町村立農業高等学校振興対策協議会」のような市町村立高校を創造してし、くためのネットワークなどは今後益々重

要になってこよう。横[#i政郎「高校教育における市町村連合の意義 oj[j毎道市町村立農業高等学校振興対策協議会の活動と

軌跡」同じ毎道大判で判定教育学研究科紀要Jl81号、 2000年参眠

(12) 1度部昭男「評{面論への法規章節句アプローチ二埼玉県志木市における「ホームスタディ」制度を素材に」日本場清行政学会編

『教育行政と刊面(年報28)Jl教育1開発研究所、 2002年、 20-34頁3

(13)川西市子どもの人権オンフ、ズ、パーソン軒事局編 WJI[西市子どもの人権オンブPズノtーソンハンドブ、ツクJl1999年 6月。吉永

省三『子どものエンパワメン卜と子どもオンブズパーソン』明石書底、 2003年3

(14)北大教育学研究科主催 (W閉 IJ支援教育と蝉或支援プログラムの展開』研究プロジェクト)シンポジウム「特別支援教育を

具体化するために 人寸断或・ネットワーク形成J(2004年 11 月 23 日)における以下の報告参'~D

*EE穣さゆりゅ河期I立白|則、・養護教諭「学校内外での組織づくり」

*;jt!I[和博(朝IJ町立白人ノト・掠白ilr学校現場から、そして士仕立或へ」

*内田稔志(帯広大谷短大)r判交と他I樹重と江連携を考える」

*佐々木浩治(足寄町役場福f長射部出系長)r地域でネットワークを創り出すコツ」

(15)こ江領域では、北大教育行政研究室崎H細調査研究の主計責がある。例えば、以下の文献参眠ノト出達夫「教育の社会的編

成と公共性一事i石附究:北将誼台幌高等学校」何回毎道大学教育学部附属産業教育計直研究臨史研究報告書』第43号、 1994

年3 横井敏郎『高校教育改革における地方の政策形成システムと政策立案能力に関する実甜力研究H科研報告書:)2004年3
(16) 2003年 12月に開催された明かれた朝交づくり全国交流集会m苫ノl牧」の第2分科会明かれた教育行政」における上

野秀勝教育長の報告レジュメより 3

(17)横山幸一・坂本光男共著『宗谷の教育合意運動剖え』大月書庖、 1990年の

(18)堀尾輝久・浦野東洋一編著『日本の教員許可面に対するIlρ ・ユネスコ勧告』つなん出版、 2005年3

<補論> 教育長や校長等の養成・石刑彦機関としての大学院の構想

ーコースワークや臨床実習など「学校経営専攻J(仮称)のカリキュラムについてー

以下に示すカリキュラム案は、専門職大判定構想、としてのそれではなく、現行の本学大判完(修士課閣として

の私案であるが、也、将来、専門職大判完への移行も融引こ考えてみた試論である。
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(1)中教審など最近の教育改革の動きと教育長・校長等の専門職能形成の課題

まず、最近の教育改革の動きを一瞥する中で、教育長や校長の専門職能;形成が大きな課題になってきてし、る事情

を見ておきたい。中教審答申「今後の地方教育行政の在り方につし、てJ(1998年 9月)は、「全体として横並び意

識が強く個性キ特色ある学校づくりへの恥組が不十分であることなどから、公立判交が全体として没個性的になっ

ている」としりた社側に応え、できる限り各学校の判断によって自主的・自律的に「特色ある学校づくり」を実見

していくとする政策を打ち出した。これをうけた学枕経営組織改革として、 2000年 1月、前述のような学校教育

法施行規則の一部改正があり、同年4月より施行された。

このような事情の中で、民聞からの校長登用の問題に限らず、職員会議を管理運営することを含めたマネジメン

卜能力、朝交評議員を置くことによって地域に開カれた学校を創ってし、く能力、さらには自らの判交の改善目標を

設定しそれにそって評イ面してし、く能力などが、特色ある学校づくりの実践的力量として、校長に対して厳しく求め

られるようになってきているのである。

他方、地方分権化政策の中で、市町村教育委員会による教育改革描隼能力、なかんずく自治体教育行政専門職で

ある教育長の職能向上に対する期待も大きくなっている。前述の 1998年の中教審の答申に基づき、 1999年の地方

教育行政法の大改正により、文音「斜学大臣による者同町守県教育長の承認制およひそ都道府県教育委員会による市町村

教育委員会教育長の承認制は廃止された。これにより、市町村教育委員会の教育長は議会の同意を必要とするも、

事実上、市町村長により選任されることとなり、首長と教育長との連携カ、i教育改革推進のうえできわめて重要にな

ってきている。そして、さきの答申も指摘しているように、専門的知識と行政的手腕を有する教育長にふさわしい

人材を、それぞれの自治体は計画的に育成すべきことが強調されるようになってきている。

以上のような判奇軍営改革の中で、教育委員会の教育長そ校長に求められる専門的力量は、従来の自治体の初刊彦

だけでは量的にも質的にも不十分なように思われる。各都町守県の教育系大判完との連携による明彦プログラムへ

の期待は大きくなってきている。

( 2)専門職大学院設置政策下における教育専門職大学院カリキュラムのあり方

こうした要請に応えうる大判完カリキュラムの充実方策を考えていくうえで、 2004年4月発足のロースクール

に代表される専門職大判完制度をめぐる動向は踏まえておかねばならない。

周知のように、 1999年の大判主主主置基準の改正により、高度専門職業人養成に相ヒした修士課程を I専門大学

院」と初?することができるようになったO しかしJながら、今日までに、結局この制度は、一橋大学大判完国際企業

戦略研究科「経営・金融専攻J(2000年度設置、定員71人)をはじめ、「社会健康医学系専攻JI国際マネジメン

卜専攻JI国際会計専攻」など6大学の設置にとどまっている。これに対し、中教審は、 2002年8月5日、 I大学

院における高度専門職業人養成について」を答申し、新たな専門職大学院制度の創設を提言した。すなわち、「専

門職大判主むとは、CDiìË来の大判完どは別の設置基準により、②修業年限は 1~3 年の幅を持ち、⑮幅広し噂F~官頁

域にわたり、④実務教育を重見し、かっCQ相当数の実務家教員を任用し、笹研究指導や研究論文を義務付けず、⑦

独自の専門職手位を授け、⑧定期的に第三者刊面機聞の適格認定をうける、とされている。これは、天野郁夫樹受

が指摘するように、法科大判完構想、を実体化するための提言であることを差し引し、ても、従来の日本の大判完制度

にとっては、きわめて重大な改革を意味する。

戦後の新制大学は、米国を模範として発足した。しかしながら、しばしば指摘されているように、わが国の大学

学部は、教員養成の場合も含めて、教養教育と専門職業教育を行い、大明]完はもっぱら研究者養成の機聞として整

偏されてきた。一方、米国では、大判完がもともと高度専門職養成と研究者養成の両方を担い、博士学位につし、て

いえば、教育専門職の場合、 Ph.D.(学術博士)と Ed.D.(教育専門職業博士)を出している。今次の専門職大学

院制度の整備は、博士課程のみならず、わが国の従来¢修士課程のカリキュラムおよびスタップの体制についても、

高度専門職養成のシステムに大規模に転換しようとしているようにもみえる。教育関係職についていえば、新制大

学制度のもとで I教員養成は大学で行う」として、学芸学部のちに教育学部で教員養成は行ってきたけれど、も、教

員もまた高度専門職養成機関でこそ育成されるべきであるとするならば、学部は基礎教養課程となり、大判完(修
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市町村教育委員会の学校経営機能の質的発展に向けた取組の現状と課題

士課程)で教員等の養成を行うべきだとし、うことも考えられるとし、うことである。少なくとも、教育長や校長の専

門職業教育は、この高度専門職養瑚幾闘でこそなされるべきであると考える。

そこで、、こうした大判完制度が高度に発達した米国における最近の改革論議と教育長など高度専門職養成の実際

について一瞥しておきたい。

(3)米国における教育専門職養成システム改革の動向とハーバード大学大学院の都市教育長プログラム

米国においてこの 20年聞の教職の質的向上をめざす改革をリードしたのは、よく知られているようにカーネギ

ー財団の「備えある国家 21世記の糊市たちJl(1986年)とホームズク守ループの「明日の朝市たちJl(1986年)の

二つの報告書である。これを詳細に紹介する余裕はないが、要するに両報告とも、教職の専門教育は大判完レベル

に移行させること、つまり前述の制度枠組みでいえば、高度専門職業人養成として修士課程で行うことを提言し、

学部は基礎教養課程として位置づけている。また、大判完教育において初等中等学校との連携によるカリキュラム

改善をはかるべく、小・中・高校などを臨床朝交 (ClinicalSchool)や専門職能開発明交 (ProfessionalDevelopment 

School， PDS)として養成機関と難句をかわし、医学における大朝丙院や明彦医を受け入れている病院のように教

員養成協力校を設け、様々な実験プロジェク卜を通して研究ど実践をすすめていこうとしている。

このような高度化と実践性を強調する傾向は、教育長キ校長などの専門職能向上をめざした大判完改革では一層

顕著である。

ノ、ーノくード大学教育大判完の都市教育長フOログラム (UrbanSupe白山ndentsProgram、以下USPと略す)は、

1990年に設置された都市部の教育長をめざしている職業博士課程で、ある(http://www.gse.harvard.edu/usp参照)。

USPは、主にコースワーク、インターンシッブ、博士論文からなる。コースワークでは、都市部の判交が直面する

様々な問題に対処するために、幅広い知識と実践的技能が養成される。一年間のコースワークの後、現職の都市教

育長の酎妾的指尊のもとに実施されるのが、 6ヵ月のインターンシッフOであるO 現臓の教育長に張り付し、てつぶさ

に観察するシャドウイングをし、教育長の言動を詳細に瑚平し、内省する機会が与えられる。インターンシッフ終

了後、博士論文を執筆する。この博士論文は、都市部の学区が抱える様々な問題に対する綿密な分析にもとづくも

のであり、コースワークとインターンシッフO~集大成と位置づ、けられている。

このような USPが日本の大判完のカリキュラム改善に示唆している点につき、吉良直氏や力目印台佐哲也氏は、①

首尾一貫性(プログラムが明確な目標を持ちカリキュラムがそれに即している)、②連携・協働(外部の様々な組

織と協力している)、③コーホー卜(同僚集団)を単位とする学習研究活動、④インターンシッフ。の重視を挙げて

いる。さらに吉良氏は、 USPにおいては研究能力が非常に耳立見されていると指摘している点はきわめて重要だと

思う。教育長は単に専門家の意見を聞いて教育政策を立案するとし、うのではなく、自分自身が適切な教育政策を創

造的に立案・実施・評価展開しうる、まさに研究実践的力量が問われているというのである。

(4) r学校経営専攻J(仮称)の履修カリキュラム・モデル私案

教育系大明]却I~士課程における朝交経営専攻(仮闘の履修カリキュラムlこっし、て、最短 1 年で履修できる演習授

業(コースワーク、 24単位)と半年の臨床観察実習 (6単位)および修士論文(実践レボート)で構成する試案を

示しておきたい。ここでいうコースワークについては、例えば1学年を5名の定員どした場合、各領域の担当教員

は5名の院生と協議し領域内の4つの科目を適切に編成し同ーのカリキュラムを課し、同一学年集団(コーホー卜)

はーまとまりになって演習は行うこととする。また、コースワークや臨床観察実習を通して、大学教員と院生(現

職教員・校長等)は、市町村教育長や校長と協働して I地域教育行政・政策学」なし、し I地域教育経営学」とし、っ

た実践的科学知を開発していくことが期待される。

①コースワーク 以下の4領域からそれぞれ6単位を選択履修する。ただし、。は必修

<<教育法・政策:判交改善の法的政策的基掛)

。子どもの学習権と憲法・教育基本法
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*自治体教育開系法と学校管理規則l

*固と自治体の教育改革政策

*教育調査と教育社会学

((教育経営:学校改善・職場づくりと教育長・校長のリーダーシッフう)

@教育課程の編成と教育長・校長のリーダーシップ

*教職員人事と教育長・校長のリーダーシップ

*学校財政と教育長・校長のリーダーシッブコ

*父母・出或住民どの関係招成

((教育臨床・発達心理学:し、じめ、非行、不登校、中退、児童虐待など教育をめぐる現代的課是ID)

@竿級・明郊至営の臨床教育学

*進路指導とキャリア・ガイダンス

*臨床心理学とカウンセリング

*学習評価と認知心理学

((教育経営特論:教育科学の最前線にふれ、教育経営の創造的力量を形成する》

*幼児(家庭)教育学と教育経営

*障害児教育学と教育経営

*生涯学習と教育経営

*教育福祉・司法福祉と教育経営

宰臨床観察実習(半年ないし1年のインターンシップ)

研究協力校(当課周哉院生が騎%する学校でもよし、)の校長や市町村教育委員会の教育長に張りつし、て観察実習

をする (shadowing)。共通テーマすなわち、教育課程、教職員人事、学校財政、児童生徒指導、父母・住民どの

関係どしりた5つぐらいの学校経営の基本領域について、実習期間中は、毎週簡単な観察記録を作成し大学の指導

教員に提出する。毎月領棚IJにレボートを作成し、大学の十年轍官に提出し、指導助言をうける。

③修士論文(実践レポート)

iA学校 (B自治体)の学校改善計画・実践・評イ面---00000000(サブタイトル)Jとしりた実践的テー

マで、具f相句「ツーノレ」の開発をめざし、 400字詰で 30~50 枚ぐらし、にまとめる。
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